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「安平町既存住宅耐震診断等費用
補助金交付制度」のご案内

　町内にある既存住宅の耐震診断、補強設計および耐震改修工事を行う方に対し、その費用の一部
を補助します。

受付期間
　４月１日㈮～９月 30 日㈮
　※先着順で申請を受け付けます。また、予算額に達した場合は、受付期間中に終了する場合があ
　　ります。

対象住宅
　・昭和 56 年５月 31 日以前に着工された住宅
　・申請年度までに完了する工事であること
　・建築基準法その他関係法令に違反していないこと

対象者
　・町内に住所を有し、対象住宅を所有かつ居住する個人
　・町に納付すべき町税等を滞納していないこと

補助金額
　・耐震診断　耐震診断に係る経費の２／３（上限 89,000 円）
　・補強設計　補強設計に係る経費の２／３（上限 100,000 円）
　・耐震改修工事　耐震改修工事※に係る経費の 23％（上限 822,000 円）
　　※外壁、屋根、断熱等の付帯工事については、耐震改修工事を行うために必要な範囲のみ対象。
　　　ただし、従前と同等の仕様であることが条件になります。

その他
　耐震診断を行う者は、建築士の資格を有し、かつ北海道の耐震診断・耐震改修技術者名簿におい
て耐震診断の講習区分で登録しているもの、または耐震改修促進法施行規則第５条第１項各号に掲
げる耐震診断資格者である必要があります。

申請に必要な書類
　・安平町既存住宅耐震診断等費用補助金交付申請書（様式第１号）
　・住民票の写し
　・登記事項証明書（建物）
　・納税証明書
　・位置図、配置図、平面図等
　・見積内訳書
　・耐震診断報告書（様式第２号）（補強設計・耐震改修工事を行う場合）
　・改修計画書（様式第３号）（耐震改修工事を行う場合）

申込み・問合せ
　建設課施設グループ　☎㉒ 2516


